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暮
ら
し

額
の
決
定
通
知
書
（
納
税
義
務
者
用
）」
を
発

送
し
ま
す　

②
納
付
書
払
い
、
口
座
振
替
、
年

金
天
引
き
の
方
（
普
通
徴
収
）
＝
6
月
10
日
㈪

に
納
税
義
務
者
宛
て
に「
平
成
31
年
度
市
民
税
・

道
民
税
納
税
通
知
書
」
を
発
送
し
ま
す　

※
非

課
税
の
方
に
は
発
送
し
ま
せ
ん　

※
平
成
31
年

度
（
平
成
30
年
分
）
課
税
証
明
書
は
①
②
の
い

ず
れ
も
発
送
日
以
降
に
発
行
で
き
ま
す

I
市
民
税
課　

納
税
通
知
書
＝
J
(32)
6
2
5
3

・
6
2
5
4　

課
税
証
明
書
＝
J
(32)
6
2
4
4

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

所
得
が
少
な
い
と

き
や
失
業
な
ど
に

よ
り
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
は
、
保
険

料
の
納
付
が
免
除

さ
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
申
請
免

除
（
全
額
・
一

部
）、
納
付
猶
予

（
50
歳
未
満
）、
学

生
納
付
特
例
が
あ

り
、
申
請
月
の
2

年
1
カ
月
前
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
申

請
で
き
ま
す

　
I
市
国
保
課　

J
(32)
6
4
2
9　

苫
小
牧
年
金

事
務
所　

J
(36)
6
1
3
5

自
動
車
税
に
つ
い
て

「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

納　付 全額免除 一部免除
納付猶予・
学生納付
特例

未　納

老齢・障害・遺
族基礎年金の受
給資格期間に…

含まれる 含まれる 含まれる
（注2） 含まれる 含まれ

ない

老齢基礎年金額
の計算に… 含まれる 含まれる

（注1）
含まれる
（注1、2）

含まれ
ない

含まれ
ない

注1　保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金額が少なくなります
注2　免除の減額後の保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります

4
月
1
日
現
在
の
所
有
（
使
用
）
者
へ
納
税
通

知
書
を
5
月
8
日
㈬
に
発
送
し
ま
す
の
で
、
5

月
31
日
㈮
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
納
付

書
が
届
か
な
い
方
は
、
札
幌
道
税
事
務
所
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い

I
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
部　

J
011 

(746) 

1
1

9 

0　

苫
小
牧
道
税
事
務
所　

J
(32)
5
2
8
5　

市
納
税
課　

J
(32)
6
2
7
3

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て

4
月
1
日
現
在
の
所
有
（
使
用
）
者
へ
納
税
通

知
書
を
5
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す
の
で
、
5
月

31
日
㈮
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
の
た
め
に
使
用
す
る
、
本
人
ま
た
は
同
一
生

計
者
の
軽
自
動
車
で
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

場
合
は
減
免
対
象
に
な
り
ま
す
。
平
成
30
年
度

に
減
免
を
受
け
た
方
が
軽
自
動
車
を
入
れ
替
え

て
い
る
場
合
も
新
た
に
申
請
が
必
要
で
す

I
市
民
税
課　

J
(32)
6
2
4
4

交
通
事
故
な
ど
に
あ
っ
た
と
き
は

国
民
健
康
保
険
に
届
け
出
を
！

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
が
、
交
通

事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
け
が
で
保
険

証
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
国
保
課
に
届
け
出

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
印
鑑
、
保
険
証
、
事
故

証
明
書
な
ど
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

I
国
保
課　

J
(32)
6
4
2
8

固
定
資
産
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は

家
屋
の
増
築
（
風
除
室
な
ど
も
含
む
）
や
、
取

り
壊
し
・
一
部
減
築
で
面
積
が
変
わ
っ
た
場
合
、

用
途
を
変
更
し
た
場
合
ま
た
は
車
庫
や
物
置
な

ど
を
新
設
し
た
場
合
は
固
定
資
産
税
が
変
動
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い　

※
法
務
局
で
登
記
申
請
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合

の
み

I
資
産
税
課　

家
屋
係
＝
J
(32)
6
2
6
8　

土

地
係
＝
J
(32)
6
2
6
7

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
事
業

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
は
、
発
電
用
施
設

な
ど
が
立
地
す
る
市
町
村
や
周
辺
市
町
村
に
対

し
て
、
電
源
開
発
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
交
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
30

年
度
は
「
東
胆
振
地
産
地
食
フ
ェ
ア
・
イ
ン
・

と
ま
こ
ま
い
補
助
事
業
」「
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー

暖
房
空
調
設
備
改
修
工
事
」「
公
害
測
定
機
器

整
備
事
業
」
に
活
用
し
ま
し
た

I
港
湾
・
企
業
振
興
課　

J
(32)
6
4
3
8

不
用
品
は
ダ
イ
ヤ
ル
交
換
市
に

 

登
録
品 

一
般
生
活
用
品
（
金
曜
日
＝
北
海
道

新
聞
朝
刊
、
土
曜
日
＝
苫
小
牧
民
報
に
掲
載
）　

※
対
象
外
＝
金
券
、
商
品
券
、
動
・
植
物
、
飲

食
物
、
自
動
車
、
バ
イ
ク
、
携
帯
電
話
、
著
作

権
を
伴
う
商
品
、
販
売
法
に
違
反
す
る
商
品
、

営
業
を
目
的
と
す
る
も
の
な
ど

 
仲
介 

担
当
者
か
ら
希
望
者
に
電
話
仲
介
（
希
望

者
複
数
の
場
合
は
月
曜
日
に
抽
選
）

 

登
録 
平
日
10
時
〜
12
時
（
そ
れ
以
外
は
留
守
番

電
話
）
不
用
品
ダ
イ
ヤ
ル
交
換
市　

J
(34) 

5
0

6 

0
I
安
全
安
心
生
活
課　

J
(32)
6
3
0
6
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